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市
県
民
税
（
住
民
税
）
と
は
、
市
民
税

と
県
民
税
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
は
一
緒

に
賦
課
・
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　

前
年
の
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

の
所
得
に
対
し
課
税
し
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
退
職
し
て
無
職
と
な
っ
た

場
合
で
も
、
翌
年
ま
で
市
県
民
税
が
徴
収

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
国
が
課
税
す
る
所
得
税
は
、
当

年
の
所
得
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

１
月
１
日
現
在
に
お
住
ま
い
の
市
町
村

に
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
そ

の
事
務
は
そ
の
市
町
村
が
行
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
平
成
26
年
分
の
所
得
に
対
す

る
市
県
民
税
は
、
平
成
27
年
1
月
1
日
に

居
住
し
て
い
る
市
町
村
と
な
り
ま
す
。

　

基
本
的
に
全
国
ど
こ
で
も
同
じ
で
す
。

地
方
税
法
と
い
う
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

一
部
の
県
で
は
、
独
自
の
税
金
を
、
市

県
民
税
に
あ
わ
せ
て
徴
収
し
て
い
ま
す
。

熊
本
県
に
は｢

水
と
緑
の
森
づ
く
り
税（
年

間
５
０
０
円
）｣

が
あ
り
ま
す
。

　
普
通
徴
収

　

自
身
が
市
役
所
や
金
融
機
関
で
納
付
書

を
用
い
て
納
め
る
方
法
。
口
座
引
き
落
と

し
も
、
こ
の
普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
。
６
・

８
・
10
・
12
月
の
年
4
回
に
分
け
て
納
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

給
与
特
別
徴
収

　

給
料
か
ら
の
天
引
き
に
よ
る
徴
収
で
す
。

特
別
徴
収
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
に

勤
め
て
い
る
人
は
、
6
月
か
ら
翌
年
5
月
ま

で
の
12
回
に
分
割
し
て
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　

年
金
特
別
徴
収

　

65
歳
以
上
で
、
年
金
所
得
に
よ
り
市
県

民
税
が
課
税
に
な
る
人
が
対
象
。
年
金
の

支
給
月
（
偶
数
月
）
に
、
年
金
か
ら
天
引

さ
れ
ま
す
。

市
県
民
税
と
は

平
成
26
年
1
月
か
ら

課
税
対
象
と
な
る
期
間
は

市
外
か
ら
引
っ
越
し
て
き
た
場
合
、
ど
ち
ら

の
自
治
体
に
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か

自
治
体
に
よ
り
税
率
な
ど
は
異
な
り

ま
す
か

●
均
等
割　

５
５
０
０
円

　
　
　
　
　
（
水
と
緑
の
森
づ
く
り
税
を
含
む
）

●
所
得
割　

課
税
さ
れ
る
所
得
の
10
％

　
　
　
　
　
（
市
6
％
、
県
4
％
）

ど
う
い
っ
た
課
税
方
法
が
あ
り
ま
す
か

　

市
県
民
税
の
税
額
は
、
修
正
申
告
、
支

払
報
告
書
の
差
し
替
え
、
控
除
内
容
の
変

更
に
よ
り
年
の
途
中
で
変
更
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
場
合
は
、
税
額
決
定
変
更
通
知
書

が
郵
送
か
事
業
所
を
通
じ
て
届
き
ま
す
。

ま
た
、
税
額
の
増
減
は
残
っ
た
納
期
で
調

整
し
ま
す
。
し
か
し
、
納
期
が
残
っ
て
い

な
い
場
合
、
増
額
の
時
は
一
括
払
い
と
な

り
、
納
め
過
ぎ
の
場
合
は
還
付
し
ま
す
。

→
事
業
所
な
ど
か
ら
の
支
払
報
告
書
に
よ

　

り
課
税
し
ま
す

→
税
務
署
で
の
確
定
申
告
に
よ
っ
て
課
税

　

し
ま
す

→
住
民
税
の
申
告
に
よ
っ
て
課
税
し
ま
す

●
勤
め
て
い
る
人
や
年
金
生
活
者
な
ど

●
農
業
な
ど
の
自
営
業
者
な
ど

●
右
記
以
外
の
人

ど
う
い
っ
た
徴
収
方
法
が
あ
り
ま
す
か

税
額
は
年
度
途
中
で
変
わ
り
ま
す
か

市
県
民
税

知
っ
て
お
こ
う

Ｑ Ｑ

Ｑ

ＱＱ

Ｑ

Ｑ

Ａ Ａ

Ａ

ＡＡ

Ａ

Ａ

市県民税の仕組み
などについてお知
らせします。
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（
白
色
申
告
の
人
も
記
帳
・
帳
簿
な
ど
の
保
存
が
必
要
）

平
成
26
年
1
月
か
ら

◆
帳
簿
・
書
類
の
保
存
期
間

問
合
せ

市
民
税
課
☎
33
４
１
０
７

　
前
年
分
の
事
業
所
得
な
ど
の
合
計
額
が
３
０
０
万
円
以
下
の
人
は
、
こ
れ
ま
で
帳
簿

な
ど
の
記
帳
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
平
成
26
年
1
月
か
ら
、
全
て
の
白
色
申

告
の
人
に
対
し
て
記
帳
と
帳
簿
書
類
の
保
存
が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
対
　
　
象

　

事
業
所
得
（
農
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
）、

不
動
産
所
得
や
山
林
所
得
を
生
ず
べ
き
業

務
を
行
う
全
て
の
人

◆
記
帳
内
容

　

売
上
な
ど
の
収
入
金
額
・
仕
入
や
経
費

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
取
引
の
年
月

日
、
売
上
・
仕
入
先
そ
の
他
の
相
手
方
の

名
称
や
金
額
、
日
々
の
売
上
・
仕
入
・
経

費
の
金
額
な
ど
を
記
帳
し
ま
す
。

※
１
つ
ひ
と
つ
の
取
引
ご
と
で
は
な
く
、
日
々
の

　
合
計
金
額
を
ま
と
め
て
記
載
す
る
な
ど
、
簡
易

　
な
方
法
で
記
載
し
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

◆
帳
簿
な
ど
の
保
存

　

収
入
金
額
や
必
要
経
費
を
記
載
し
た
帳

簿
の
ほ
か
、
取
引
に
伴
い
作
成
し
た
帳
簿

や
受
け
取
っ
た
請
求
書
・
領
収
書
な
ど
の

書
類
を
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

保存が必要なもの 保存期間

帳 簿

収入金額や必要経費を掲載した帳簿
（法定帳簿） 7年

業務に関して作成した上記以外の帳簿
（任意帳簿）

5年
書 類

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

業務に関して作成したり受領した請求書、
納品書、送り状、領収書などの書類

　

記
帳
・
帳
簿
な
ど
の
保
存
制
度
の
詳
細

は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
個
人
で

事
業
を
行
っ
て
い
る
方
の
帳
簿
の
記
載
・

記
録
の
保
存
に
つ
い
て
」
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
最
寄
り
の
税
務
署
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
記
帳
・
帳
簿
な
ど
の
保
存
制
度
が
開
始
し
た
こ

と
に
伴
い
、
事
業
所
得
が
あ
る
人
に
は
、
今
年
か

ら
収
支
内
訳
書
を
郵
送
し
ま
せ
ん
。
必
要
な
人
は
、

市
市
民
税
課
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
税
務
署
に
あ

り
ま
す
。

　

平
成
23
年
分
か
ら
、
公
的
年
金
な
ど
の

収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
（
※
）
で
、

か
つ
、
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
以

外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
の
場
合
に

は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る

必
要
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
医
療
費
控
除
や
生
命
保
険
料

な
ど
の
控
除
に
よ
り
、
所
得
税
が
還
付
に

な
る
場
合
は
、
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

※
複
数
の
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、

　
そ
の
収
入
金
額
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。

　

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下
の
人
で
も
、
次
に
該
当

す
る
場
合
は
市
県
民
税
の
申
告
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

①
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る
人
で
、

　
「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
に
記
載

　

さ
れ
て
い
る
控
除
（
社
会
保
険
料
控
除
、

　

扶
養
控
除
な
ど
）以
外
の
各
種
控
除（
医

　

療
費
控
除
、
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震

　

保
険
料
控
除
、
扶
養
控
除
な
ど
の
追
加
）

　

の
適
用
を
受
け
る
と
き

②
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
以
外
に

　

20
万
円
以
下
の
所
得
（
農
業
所
得
、
不

　

動
産
所
得
、
一
時
所
得
な
ど
）
が
あ
る

　

と
き

　
確
定
申
告
が
不
要
で
も
、
右
記
の
①
②

に
該
当
す
る
人
で
、
市
県
民
税
の
申
告
を

し
な
か
っ
た
場
合
、
前
年
に
比
べ
大
幅
に

市
県
民
税
の
額
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下
の
人

確
定
申
告
は
必
要
な
く
て
も

市
県
民
税
の
申
告
は
必
要
な
場
合

記
帳
・
帳
簿
等
保
存
制
度
が
始
ま
っ
て
い
ま
す


